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Q1 届出が不要な、3,000㎡未満の埋立て等であれば、規制はかかりませんか？

A1 条例では「何人も、土砂基準に適合しない土砂等を使用して埋立て等を行い、又は土砂基
準に適合しない土砂等を使用して行う埋立て等の用に供するために土地を提供してはな
らない。」とあります。このため、面積が3,000㎡未満の埋立てでも、土砂基準に適合しない土砂等を使用した
埋立て等を行うと、措置命令や罰則の対象となります。

Q2 届出をしなければいけないのは誰ですか?
A2 特定埋立て等を行おうとする者、すなわち、特定埋立て等に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によ

らないで自らその工事をする者が、届出者となります。

Q4 定期報告の浸透水の検査で、水質基準を超過した場合はどうなりますか？
A4 ただちに、埋立て等を中止してください。その上で、原因の調査を行い、生活環境の保全上の支障を除去するた

めに必要な措置（汚染土砂の撤去等）を行う必要があります。

Q5 公共工事や災害の復旧工事で特定埋立て等に該当する工事を行おうとする場合も、届出が必要ですか？
A5 国や地方公共団体等が行う特定埋立て等や非常災害のため必要な応急措置として行う特定埋立て等について

は、届出の必要はありません。

Q3 提供した土地で土砂基準に適合しない埋立て等をされてしまった場合、土地所有者にはどんな責任がありますか?
A3 土地所有者は埋立て等を行うために土地を提供するときは、埋立て等により土壌の汚染が発生するおそれが

ないことを確認するよう努めなければいけません。
土地を提供するときは、どのような土砂等が持ち込まれるのかを事業者に確認するとともに、土砂基準に適合
しない土砂等が持ち込まれていることが分かったときや、届出等の手続きが行われていないことが分かった場
合は、県みどり保全課に通報してください。

Q＆A

命令や罰則について

お問い合わせ先・届出書提出窓口

埋立て等計画変更（廃止）命令
・浸透水採取措置が不十分
・利害関係人の同意が無効
土砂等搬入計画変更（廃止）命令
・土砂基準不適合
除去等措置命令
・無（虚偽）届出
・無（虚偽）報告
・土砂基準不適合
・水質基準不適合
・計画違反  等

１年以下拘禁刑又は50万円以下罰金
　・命令違反
　・無（虚偽）届出
30万円以下罰金
　・土砂等管理台帳不（虚偽）作成
　・無（虚偽）報告
10万円以下罰金
　・軽微な届出違反
　・関係書類保存違反
３万円以下罰金
・報告徴収又は立入検査拒否（虚偽）

命令を受ける場合 刑罰を受ける場合

土砂基準に適合しない土砂等を使用して埋立て等を行ったり、実施基準に合わない計画を届け出たりした場合
は、措置命令や計画変更命令を受けたり、刑罰を受けたりすることがあります。

その土砂の埋立て等届出してますか？



土砂埋立て等に伴う土壌汚染対策について 届出の流れ

　土砂は健全であれば有益である一方、有害物質の混入があれば生活環境に影響を及ぼします。
　そのため、「香川県生活環境の保全に関する条例」に新たな節を追加し（通称「土砂条例」）、土砂等を使用した埋立
て等に対する規制を行うことにより、土砂等による土壌汚染を防止し、もって生活環境を保全することとしました。

条例の目的

　土砂等の汚染状態の基準として、土壌の汚染に係る環境基準（平成3年環境庁告示第46号）に準じて、土砂条例で
「土砂基準」を設定しています。
　また、この土砂基準に準じ、埋立て等を行った土砂等を通過した雨水等（＝浸透水）の汚染状態の基準として、「水
質基準」を設定しています。

土砂基準とは？

　土砂等の埋立て等を行う区域の面積が3,000平方メートル以上の場合は届出が必要です。
　一団の土地の区域において行われる埋立て等はその一団の土地の区域内における全ての埋立て等の面積を合計
して3,000平方メートル以上の場合は、届出が必要です。
　ただし、県外において採取された土砂等（県外土砂等）を使用しない場合で、次のいずれかに該当する場合は届出
が不要となります。（下記届出要否フロー図でご確認ください。）

届出が必要な埋立て等（特定埋立て等）とは？

　面積や土砂量に関わらず、土砂基準に適合しない土砂等を使用した埋立て等を行えません。また、土砂基準に適合
しない土砂等を使用した埋立て等を行う者へ土地を提供することもできません。

禁止される埋立て等とは？

土 砂 等 ・・・
埋立て等 ・・・

土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいいます。
埋立て、盛土、一時的な堆積をいいます。
他法令で生活環境保全上の規制のある埋立て等は対象外です。

埋立て等区域 埋立て等区域 埋立て等区域

土地の造成等の区域

切土 切土

埋立て等区域 埋立て等区域

＜埋立て等区域のイメージ＞ ＜一団の土地の区域のイメージ＞

県外土砂等を埋立て等に使用しますか？はい

埋立て等区域面積は3,000㎡以上ですか？ いいえ
はい

いいえ

区域   外土砂等を10,000㎥以上搬入しますか？はい

みどり条例の事前協議が必要ですか？ いいえ

いいえ

はい
※1

※1 土地造成等の区域内で行われる埋立て等の場合の土地造成等の区域

※2  県外土砂等を埋立て等に使用しない場合は省略できる場合があります。
※3  県内土砂等：県外土砂等以外の土砂等
※4  県外土砂等を埋立て等に使用しない場合は不要です。
※5  県外土砂等を使用しない場合は搬入の届出は不要ですが、定期報告に土砂等採取場所証明書の添付が必要です。
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埋立て等区域の表土検査
浸透水採取施設の
計画

表土の採取方法

関係市町の範囲の算定

※2

※2

周辺住民への説明

関係市町への説明

埋立て等を行った土砂
等を通過した雨水等で
埋立て等区域以外の地
域へ流出する水

関係市町の範囲
（河川の低水流量が浸透水量の100倍以上となる範囲まで対象）

浸透水採取施設
①土砂等埋立区域を
　1.0ha以下に等分

②等分された区域ごとに
　5地点均等混合法で
　試料を採取

③各区域ごとの試料を
　等量混合する
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埋立て等の実施の届出

埋立て等開始の
30日（県内土砂等）※3
60日（県外土砂等）
前までに提出

土砂等搬入の
60日前までに提出

・埋立て等実施者の氏名・住所
・埋立て等区域の位置、面積
・埋立て等に使用する土砂量
・埋立て等の実施期間
・埋立て等後の土地利用目的 他

・位置図、利用計画平面図、縦横断面図
・区域表土の適合証明書
・浸透水採取の措置図
・利害関係人の同意書
・周辺住民周知等報告書※2
・関係市町長説明報告書※2  等

埋立て等開始

定期報告

埋立て等完了

完了届

10日以内

土砂等の搬入の届出
・土砂等の採取場所
・搬入土砂量
・搬入方法・経路  等

・土砂等採取場所証明書
・土砂基準適合証明書

採取場所ごと
5,000㎥ごと

県外土砂等のみ必要

埋立て等実施期間中にする内容 ※4

・展開検査等（土砂等の搬入時に廃棄物の混入していないこと等を確認）
・土砂等管理台帳作成（採取場所ごとの搬入土砂量、搬入日等を記録）
・関係書類等の縦覧、保存

埋立て等実施中⇒12か月ごとに定期報告が必要

・埋立て等の施行状況報告
 土砂等管理台帳※4（土砂等採取場所証明書※5）を添付
・浸透水の水質検査の結果報告

定期報告の内容

埋立て等完了時⇒完了届の提出が必要

・埋立て等の施行状況報告
・浸透水の水質検査の結果報告
　（県職員立会いのもと浸透水を採水）

完了届に添付する図書

埋立て等施行状況報告 浸透水水質検査
結果報告

累積埋立量

採取場所
ごとの土砂量

12か月ごと

土地の造成等の区域

土地の造成等の区域

1年目

2年目

3年目

埋立て等の実施の届出

埋立て等開始

定期報告

埋立て等完了

完了届

土砂等の搬入の届出

❶
❷
❸

みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例（みどり条例）第16条第1項に規定する事前協議が不要な場合　
土地の造成等の区域内で行われる埋立て等で、当該区域内で発生した土砂等のみを使用する場合
上記❷の区域外から搬入する土砂等の量が10,000立方メートル未満の場合

主な内容

主な内容

添付書類

主な添付書類

令和7年10月1日から、汚染された土砂等を使用した埋立て等を禁止する条例が
施行されます。

浸透水：

届出前の準備届出前の準備


